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お客様各位 

平成 27 年 9 月 

エプソン販売株式会社 

セイコーエプソン株式会社 

 

 

InterKX法人税／法人税顧問 電子申告プログラム 

 Ver.H27.2.e4 の対応予定内容について 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は、弊社製品をご利用くださいまして、誠にありがと
うございます。 

9月 24日にダウンロード提供します、平成 27年度法人税受付別表拡大に対応した、InterKX法人税／法人税顧問 

電子申告プログラム（Ver.H27.2.e4）の対応予定内容について、以下のとおりご連絡いたします。 

 

敬具 

記 

１．法人税申告に関する対応内容 

e-Tax（国税受付システム）の平成 27年度法人税受付別表拡大に対応します。 

法人税プログラムで対応している次の別表が、今回電子申告出力対象となります。 

別表六(二) 別表六(三) 別表六(三)付表一 別表六(六) 

別表六(七) 別表六(八) 別表六(九) 別表六(十) 

別表六(十一) 別表六(十二) 旧別表六(十七) 別表六(十九) 

別表六(二十) 別表六(二十一) 別表六(二十二) 別表六(二十五) 

別表六(二十五)付表 別表六(二十六) 別表十(五)  

２．地方税申告に関する対応内容 

地方税申告の出力内容について 
地方税ポータルシステムでは、8月 24日受付分より新様式による申告となっています。 

弊社法人税プログラム本体は従来様式（旧様式）による出力のため、8月 24日にリリースしました法人税電子申

告プログラム（Ver.H27.2.e3）では、出力内容を読み替えて新様式の形式で出力するように対応しています。 

したがいまして、第六号様式や第二十号様式など、取り込んだ結果を電子申告プログラムでプレビュー表示した場

合は新様式で表示されるため、法人税プログラム本体で印刷した内容と出力形式が異なります。 

なお、法人税プログラム本体の新様式の対応は、10月下旬を予定しています。 

 

Ver.H27.2.e4の対応予定内容について 
新様式による受付が開始された 8月 24日に、地方税ポータルシステムのホームページ（http://www.eltax.jp/）に

「平成 27年 8月 24日以降の電子申告（法人住民税、法人事業税及び地方法人特別税）に係る留意事項について」

のお知らせが掲載されました。 

Ver.H27.2.e4では、このお知らせの内容にあわせ、平成 27年 3月 31日以前開始事業年度の「期末現在の資本金

等の額又は連結個別資本金等の額」の出力（新様式に読み替えた場合の記載先）を以下のように対応します。 

 法人税プログラム本体（従来様式） 電子申告出力先（新様式） 

第六号様式 期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額 期末現在の資本金等の額 

第七号様式 前期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額 前期末現在の資本金等の額 

第二十号様式 期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額 期末現在の資本金等の額 

第二十号の三様式 前期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額 前期末現在の資本金等の額 

なお、第六号様式および第二十号様式については、現在Ver.H27.2.e3では「期末現在の資本金等の額又は連結個

別資本金等の額」を、新様式右下の「法人税の期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額」の欄に出力し

ています。提出先の自治体によってはこちらに記載する場合があるという旨が、前述の地方税ポータルシステムの

ホームページ掲載のお知らせに明記されていますので、Ver.H27.2.e4では引き続きこちらの項目にも出力するよ

うにします（提出先による切替出力は行いません）。 

 
以上、よろしくお願いします。 

 


